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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期

決算年月 令和元年９月 令和２年９月 令和３年９月 令和４年９月 令和５年９月

売上高 （千円） 2,963,192 2,426,587 2,599,421 2,661,622 2,627,610

経常利益 （千円） 172,653 40,527 374,443 284,025 154,744

当期純利益 （千円） 170,579 67,190 433,308 188,350 94,322

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） 10,757 5,677 △5,543 11,076 5,603

資本金 （千円） 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 （株） 929,829 929,829 929,829 929,829 929,829

純資産額 （千円） 6,300,771 6,367,962 6,801,270 6,989,621 7,083,944

総資産額 （千円） 11,411,776 11,189,330 11,632,249 11,653,772 11,512,321

１株当たり純資産額 （円） △224,967.06 △224,671.51 △222,765.49 △221,936.98 △221,552.08

１株当たり配当額

（円）

－ － － － －

（内１株当たり中間

配当額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 183.45 72.26 466.00 202.56 101.44

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 55.2 56.9 58.4 59.9 61.5

自己資本利益率 （％） 2.7 1.0 6.5 2.6 1.3

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － － － － －

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 302,765 192,783 562,238 317,354 211,702

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △35,145 2,549 4,496 △246,429 △139,319

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △426,083 △291,429 △21,286 △197,273 △239,137

現金及び現金同等物の

期末残高
（千円） 766,191 670,095 1,215,544 1,089,195 922,440

従業員数
（人）

123 119 117 112 108

〔外、平均臨時雇用者数〕 〔185〕 〔156〕 〔155〕 〔171〕 〔174〕

株主総利回り （％） － － － － －

（比較指標：－） （％） (－) (－) (－) (－) (－)

最高株価 （円） － － － － －

最低株価 （円） － － － － －

 

　（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

３．株価収益率については、当社株式は非上場のため、記載しておりません。

４．株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありますので記載してお

りません。
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５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第46期の期首から適用してお

り、第46期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

 

２【沿革】

年月 事項

昭和52年７月 会社設立

昭和52年11月 ゴルフ場経営を開始

昭和52年12月 明智ゴルフ場東コース18ホール（賃借）西コース18ホール並びに賑済寺ゴルフ場18ホールの営業

を開始する。

昭和53年４月 明智ゴルフ場西第３コース（９ホール）をオープンする。

昭和63年11月 かしおゴルフ場18ホール（賃借）の営業を開始する。

平成元年９月 ひるかわゴルフ場18ホール（賃借）の営業を開始する。

平成元年11月 ひるかわゴルフ場27ホール（賃借）全施設の営業を開始する。

平成２年10月 明智ゴルフ場西第３コース９ホール増設し、中コース（18ホール）として営業を開始する。

平成９年４月 荘川ゴルフ場18ホール（賃借）の営業を開始する。

平成13年８月 明智ゴルフ場東コース（18ホール）を富士カントリー株式会社より購入する。

平成16年10月 ３ゴルフ場（かしお・ひるかわ・荘川）を有限会社かしおカントリークラブより購入する。

平成18年７月 株式会社明智ゴルフ倶楽部に商号変更する。

 

３【事業の内容】

 当社グループ（当社、当社の関係会社）は、当社、子会社１社、関連会社１社で構成され、その事業は単一のセグ

メントとしてゴルフ場の経営を主たる事業とし、併せてゴルフ用品の販売、ゴルフ場の食堂売店ロッジの経営等の事

業活動を展開しております。

 当社と各関連する会社との関係及び事業上の位置づけは、次のとおりであります。

       ゴルフ場経営       ・・・ 当社及び関連会社の株式会社笠間ゴルフクラブが国内においてゴルフ場経営を営

んでおります。

       食堂売店ロッジ経営 ・・・ 当社及び関連会社の株式会社笠間ゴルフクラブが国内において食堂売店ロッジ経

営を営んでおります。

 ［事業系統図］

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

　関連会社は次のとおりであります。

名　　　称 住　　　所
資本

金　　　　　
(千円）

主要な事業の内容

議決権の所有
（被所有）割合

 
関係内容

所有割合
 

（％）

被所有　
割合
(％)

株式会社笠間ゴルフクラブ 　茨城県笠間市 100,000 　ゴルフ場の経営 22.7 18.2 －

（注）１．有価証券報告書を提出しております。

　　　２．他に子会社１社があります。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

令和５年９月30日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年（年） 平均年間給与（千円）

     108（174） 44歳11ヶ月 14年８ヶ月     4,065

　（注）１．従業員数は正規雇用人員であり、非正規雇用者数は、年間の平均人員（年間2,080時間を１人として換算）

を（　）外書で記載しております。

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

 

(2）労働組合の状況

当社の労働組合は、「明智ゴルフ倶楽部労働組合」と称します。令和５年９月30日現在、労働組合の状況につ

いて特に記載すべき事項はありません。

 

(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当事業年度

補足説明
　管理職に占める

　女性労働者

　の割合（％）

　（注）1

労働者の男女の賃金の差異（％）（注）1.2

全労働者
うち正規

雇用労働者

うちパート・

有期労働者

0.0％ 66.8％ 57.8％ 88.3％ （注）3

（注）1．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出した

ものであります。なお、男性労働者の育児休業取得率は、公表していないため、記載を省略しております。

２.正規雇用労働者は、正規雇用の労働者及びフルタイムの無期化した非正規雇用の労働者を含んでおります。

３.対象期間は当事業年度（2022年10月1日から2023年9月30日まで）です。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1)経営方針

　当社の主な事業はゴルフ場の経営であり、お客さまにご満足いただけるサービス・クオリティを最高の価値と考

え、その実践を通じて地域社会に貢献することを信条としております。基本方針として「感動される笑顔のサービ

ス、楽しい企画を提供する」「内部統制を重視した企業活動を行う」「安売りはしない」「各委員会の活性化と女

子力の活用」「会員さま重視の経営」とし、笑顔で真摯にお客さまに「誠実」に対応することで信頼を勝ち得なが

ら、入場者確保と安定した経営基盤を構築してまいります。

 

(2)経営環境及び優先的に対処すべき事業上・財務上の課題

　ゴルフ業界においては、中心顧客層がシニア層であることによるプレー人口の減少に加え、新型コロナウイルス

感染症の影響に加え、ウクライナ情勢等に起因する資源価格の高騰や原材料不足が、世界的な広がりを見せるなど

依然として、先行きが不確実な状況となっております。

　また、全国各地で毎年のように異常気象による自然災害が発生しており、これらの不測の事態にも備えた財務体

質の更なる強化と体制の整備を図ることが当社の最重要課題となります。

　このような課題に対処するために、安心安全なプレー環境を提供することを念頭に、プレー動機に繋がるイベン

ト企画を発信するとともに、アフターコロナの環境下における適正なコストを見極め、ローコスト経営へ体質転換

を図るよう努めてまいります。

　また、ゴルファーの高齢化によるゴルフ離れに対応するため、若い世代の入会促進施策を継続して実施し、会員

組織の活性化に取り組んでまいります。

　今後とも、お客さまや地域社会からの信頼構築が、事業運営の基盤であることを念頭に置き、コンプライアンス

を重視し、ガバナンスの強化に努めてまいります。

　財務上の課題といたしましては、第46期より繰越欠損金適用の期限が切れることによる税負担の発生及び、不測

の災害等将来を見越した資金需要に合わせた資金調達等の見直しの検討を行っております。

 

(3)経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社は経営上の目標達成状況を判断するため、売上高及び経常利益を指標としております。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事業は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1）ガバナンス

　取締役会がサステナビリティ関連のリスクや機会を分析し基本方針や重要課題の特定及び目標設定や進捗を管理

し、サステナビリティ関連情報開示等に関する審議、決定を行います。

 

(2）戦略

・環境への配慮

コース品質の維持、向上に向けて必要な肥料や薬剤については自然環境に配慮したものを積極的に活用し、脱

炭素社会への取り組みとしてリチウムイオンバッテリー搭載カート導入を促進しております。また、クラブハウ

ス館内をLED照明へ交換することにより、消費電力の抑制にも努めております。

・人材の育成及び社内環境整備に関する方針

地元の近隣高校への求人活動を継続して実施し、新卒高校生の積極的な採用を図るとともに、ホームページや

ハローワーク、各種WEB媒体を活用した中途採用の求人活動にも努めております。また、人材の育成を目的とし

た外部講師による研修の開催、資格取得による手当の付与及び福利厚生制度の充実による従業員の処遇改善を実

施しております。

 

 

(3）リスク管理

リスク管理においては、リスクの重要性を支配人会議や各部門会議において定期的にモニタリングし対応して

おります。また、その中でも経営への影響が特に大きく対応の強化が必要なリスクについては取締役会へ報告し

対応しております。

 

(4）指標及び目標

上記において記載した人材の育成及び社内環境整備に関する指標を用いた目標及び実績は以下のとおりです。

 

指標　新卒採用人数

目標　毎年若干名の新卒採用を継続して目指す

実績　（当事業年度）　3名
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３【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。当社は、事業等のリスクが発生する可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に

努める所存であります。

また、以下の文中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当事業年度末（令和５年９月30日）時

点において当社が判断したものであります。

 

(1)株主会員制度と預託金制度の両方が並存していること

会員の地位が法的に異なっております。株主会員については、当社の株主としての地位を有し議決権を有しま

す。預託金会員については、債権者としての地位を有します。

 

(2)種類株式を発行していること

　当社は種類株式を発行しており、各種類株式は残余財産分配権が異なっております。その分配額は定款の定めに

より、優先株式１株につき、普通株式35株の分配額と同額であり、普通株式に先立って優先株式に分配されます。

また、普通株式１株の分配額は劣後株式35株の分配額と同額であり、劣後株式に先立ち普通株式に分配されます。

 

(3)配当政策に関すること

　当社は株式の種類を問わず利益配当を行っておりません。その基本的考え方は、株主の皆さまに、より良いゴル

フ場及び付帯施設での快適なプレー環境を維持することで、利益の還元を図っていくことと考えております。お客

様に満足していただけるよう施設の拡充に努めてまいります。

 

(4)預託金の返還方法について

　預託金は、据置期間満了後、規約第９条に定めるところにより、毎年一定時期に抽選により保証金を返還して

おります。

 

(5)競合等により売上単価が減少傾向にあること

　来場者数は経営努力により増加するよう働きかけておりますが、ゴルフ場の競合により価格引下げ競争が激しい

こともあり、中長期的な売上単価の下落傾向は継続する可能性があります。

 

(6)個人情報の管理について

　当社は会員等利用者の個人情報を保有しており、その外部漏洩に関して細心の注意をはらっております。また従

業員の情報管理については教育を行っておりますが、万一個人情報が漏洩した場合、当社の信用失墜はもとより財

務にも影響があります。

 

(7)経営成績の季節的変動及び気象の影響

　当社の売上高は、その性質上、春、秋の季節には他の季節に比べて多くなります。また一部コースは冬季閉鎖を

します。さらにすべてのコースで長期間の降雨、高温、豪雪等の異常気象により売上高が減少することがありま

す。したがって、経営努力にもかかわらず天候の異変により売上高が大きく減少する可能性があります。

 

(8)事業活動中断のリスク

・大規模災害など

　運営しているゴルフ場にて大規模災害が発生し、設備に毀損が生じた場合は、休業による売上高の減少及び多

額の復旧費用が発生する可能性があります。

　また、設備の毀損がない場合でも、周辺地域の混乱等によって来場者数が大きく影響を受けることにより、当

社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

・ストライキ

　当社は、円滑な労使関係の構築に努めておりますが、労使間の交渉が不調に終わり、長期間に及ぶストライキな

どが発生した場合、事業活動に支障をきたす可能性があり、その結果、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす

可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という）の状況の

概要は次のとおりであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が減少傾向となったことから行動制限の緩和が進む

一方で、急激な円安の進行によるエネルギーコスト及び原材料価格の高騰に起因した物価上昇が続くなど、依然とし

て先行き不透明な状況で推移しました。

　ゴルフ場業界全体は、コロナ禍において屋外スポーツであるゴルフが比較的安全なスポーツであるとの認識が定着

したものの、アフターコロナでは、他のレジャー産業や旅行業などとの競合が再開し、結果的に来場者数はコロナ以

前の水準には戻らず厳しい経営環境にありました。

　このような状況のもと、当社におきましては引き続き新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、来場者および従

業員の安全に配慮しながら、大型コンペの再開誘致やレストラン部門も含めた各種イベントを開催し、来場者および

売上の確保に努めると共に、かしおゴルフ場開場35周年に因んだ入会登録料減額キャンペーン等の施策を実施し、ア

クティブな会員を増加させるなど、倶楽部の活性化に努めました。

　また、人手不足が深刻化するなか、従業員の給与ベースアップを実施して労働力確保に努めました。

　これらの結果、当事業年度の業績につきましては、来場者数は５ゴルフ場で前期比8,509名減の289,360人となりま

した。

　財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

　a.財政状態の状況

　当事業年度末における資産につきましては、11,512,321千円（前事業年度末11,653,772千円）と、141,450千円減

少いたしました。負債につきましては4,428,377千円（同4,664,151千円）と235,773千円減少いたしました。純資産

につきましては7,083,944千円（同6,989,621千円）と、94,323千円増加いたしました。

 

　b.経営成績の状況

　当事業年度の業績につきましては、売上高は前期比1.2％減の2,627,610千円となりました。また、営業利益は前

年比41.9％減の119,770千円、経常利益は前期比45.5％減の154,744千円となりました。当期純利益は前期比49.9％

減の94,322千円となりました。

　当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

②キャッシュ・フローの状況

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ166,754千円減少し、

当事業年度末は922,440千円（前年同期比15.3％減）となりました。

 また当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は211,702千円（前年同期比33.2％減）となりました。これは主

に税引前当期純利益の計上及び減価償却費の計上によるものであります。

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 当事業年度において投資活動の結果使用した資金は139,319千円（前年同期末は246,429千円使用）となりまし

た。これは主に有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は239,137千円（前年同期末は197,273千円使用）となりまし

た。これは主に長期借入金の返済によるものであります。
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③仕入及び販売の実績

　当社はゴルフ場の経営およびこれに付随する事業を営む単一セグメントであるため、以下の記載についてはゴル

フ場別に記載しております。

a.商品仕入

ゴルフ場別
前事業年度

（自　令和３年10月１日
至　令和４年９月30日）

当事業年度
（自　令和４年10月１日
至　令和５年９月30日）

前年同期比（％）

（プロショップ商品等）

明智ゴルフ場（千円） 10,374 46,610 449.2

賑済寺ゴルフ場（千円） 8,014 7,761 96.8

かしおゴルフ場（千円） 8,583 7,052 82.1

ひるかわゴルフ場（千円） 10,909 12,340 113.1

荘川ゴルフ場（千円） 480 519 108.1

計（千円） 38,362 74,284 193.6

 

 

b.原材料仕入

ゴルフ場別
前事業年度

（自　令和３年10月１日
至　令和４年９月30日）

当事業年度
（自　令和４年10月１日
至　令和５年９月30日）

前年同期比（％）

（レストラン食材等）

本部（千円） △516 △841 －

明智ゴルフ場（千円） 13,935 12,987 93.2

賑済寺ゴルフ場（千円） 40,398 46,361 114.7

かしおゴルフ場（千円） 43,943 45,911 104.4

ひるかわゴルフ場（千円） 50,932 52,245 102.5

荘川ゴルフ場（千円） 31,619 30,533 96.5

計（千円） 180,313 187,199 103.8
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c.販売実績

 当事業年度の販売実績をゴルフ場別に示すと次のとおりであります。

ゴルフ場別
前事業年度

（自　令和３年10月１日
至　令和４年９月30日）

当事業年度
（自　令和４年10月１日
至　令和５年９月30日）

前年同期比
（％）

明智ゴルフ場 プレー収入（千円） 499,730 512,929 102.6

 レストラン収入（千円） 77,209 78,774 102.0

 商品売上収入（千円） 16,690 38,588 231.2

 小計（千円） 593,630 630,292 106.1

賑済寺ゴルフ場 プレー収入（千円） 287,662 280,189 97.4

 レストラン収入（千円） 128,053 131,334 102.5

 商品売上収入（千円） 10,781 9,567 88.7

 小計（千円） 426,496 421,091 98.7

かしおゴルフ場 プレー収入（千円） 295,221 288,765 97.8

 レストラン収入（千円） 134,424 134,621 100.1

 商品売上収入（千円） 11,254 9,082 80.7

 小計（千円） 440,900 432,468 98.0

ひるかわゴルフ場 プレー収入（千円） 347,878 321,457 92.4

 レストラン収入（千円） 149,864 151,130 100.8

 商品売上収入（千円） 14,878 15,429 103.7

 小計（千円） 512,621 488,016 95.2

荘川ゴルフ場 プレー収入（千円） 130,701 125,696 96.1

 レストラン収入（千円） 104,818 106,947 102.0

 商品売上収入（千円） 913 824 90.2

 小計（千円） 236,433 233,468 98.7

本部 登録料収入（千円） 144,703 112,555 77.7

 年会費収入（千円） 306,836 309,717 100.9

 小計（千円） 451,539 422,272 93.5

合計（千円） 2,661,622 2,627,610 98.7
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(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

a.財政状態の分析

（流動資産）

流動資産は前事業年度末と比較して85,296千円(6.2％)減少し、1,288,016千円となりました。この主な要因

は、現金及び預金が166,754千円減少したことによるものであります。

（固定資産）

固定資産は同56,153千円（0.5％)減少し10,224,304千円となりました。この主な要因は、投資有価証券が

50,199千円、減少したことによるものであります。

（流動負債）

流動負債は同42,267千円(6.0％)増加し、742,112千円となりました。この主な要因は、１年内返済予定長期借

入金が54,715千円増加したことによるものであります。

（固定負債）

固定負債は同278,040千円(7.0％)減少し、3,686,265千円となりました。この主な要因は、長期借入金197,880

千円、入会預り保証金86,600千円、資産除去債務2,211千円の減少によるものであります。

（純資産）

当事業年度末の純資産の部合計は、前事業年度末の純資産の部合計と比較して94,323千円(1.3％)増加し、

7,083,944千円となりました。この要因は主に当期純利益の計上によるものであります。

 

b.経営成績の分析

（売上高）

当事業年度の売上高は前事業年度に比べ34,012千円減少し、2,627,610千円となりました。これはプレー収入が

32,156千円減少したことによるものであります。

（売上原価、売上総利益）

当事業年度の売上原価は、前事業年度と比べ49,521千円増加し、2,039,427千円となりました。これは主に労務

費、原材料費及びその他経費の増加によるものであります。この結果、当事業年度の売上総利益は588,182千円

（前期比12.4％減）となりました。

（販売費及び一般管理費、営業利益）

当事業年度の販売費及び一般管理費は、前事業年度と比べ3,073千円増加し、468,412千円となりました。これ

は主に労務費の増加によるものであります。この結果、当事業年度の営業利益は119,770千円（前期比41.9％

減）となりました。

（営業外損益、経常利益）

営業外収益については、前事業年度と比べ44,993千円減少し、46,422千円となりました。これは主に受取保険

金の減少によるものであります。営業外費用は前事業年度と同水準となりました。この結果、当事業年度の経

常利益は154,744千円（前期比45.5％減）となりました。

（特別損益、当期純利益）

特別損失については、前事業年度と比べ27,812千円増加し、28,079千円となりました。これは固定資産除却損

の増加によるものであります。この結果、当事業年度の当期純利益は94,322千円（前期比49.9％減）となりま

した。
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②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

a.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

「第２　事業の状況 ４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成

績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

 

b.資本の財源及び資金の流動性

　当社の資金需要は運転資金需要と設備投資資金需要があります。運転資金需要の主なものは、売上原価等の営

業費用であります。当社は日々の収入金があることから、必要な流動性資金は十分確保しております。設備投資

資金需要の主なものは、建物、コース維持管理機械等であり、必要な資金については、自己資金において充当し

ております。

　なお、当事業年度において、長期借入金のうち返済期限を迎える劣後返済の800百万円については、十分な手元

流動性を確保できる長期の返済契約の締結を行いました。

 

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表の作成にあたって、当社が採用している重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１　財務諸表等　

(1）財務諸表 注記事項 （重要な会計方針）」に記載のとおりであります。

なお、財務諸表の作成にあたって、資産・負債や収益・費用に影響を与える見積りは、一定の会計基準の範囲

内において過去の実績やその時点での入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果は、こ

れらの見積りと異なる可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

明智ゴルフ場レストラン運営委託

相手方の名称 契約締結日 契約内容 契約期間

株式会社ダイナック・

パートナーズ
令和元年７月25日 明智ゴルフ場レストランの運営

令和元年８月１日から

令和４年７月31日以降自動更新

※上記については、売上手数料として同社からレストランの売上金の一定率をいただいております。

 

なお、プロショップ商品販売委託契約を締結しておりました美津濃株式会社とは、令和５年２月に契約を終了して
おります。
 
 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　　 当事業年度の設備投資に要した金額は、137,466千円であります。その主たるものは、ゴルフ場ハウス施設の更

新、カート道路補修工事、コース管理機械の購入であります。これらに要した資金は、自己資金をもって充当いたし

ました。

　　 また、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

２【主要な設備の状況】

　当社は岐阜県内に東濃地区２ヶ所、中濃地区２ヶ所、飛騨・高山地区１ヶ所のゴルフ場を運営しており、主要な設

備は以下のとおりであります。

令和５年９月30日現在
 

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

建物及び構
築物
（千円）

機械装置及
び運搬具
（千円）

コース勘定
（千円）

土地（千円）
（面積㎡）
［賃借面積］

その他
（千円）

合計
（千円）

明智ゴルフ場・ひるかわゴルフ場

（岐阜県恵那市・中津川市）

ゴルフ場

（81ホール）
435,445 43,690 3,784,352

1,174,644

(4,030,776)

［28,343］

79,943 5,518,076
49

［87］

賑済寺ゴルフ場・かしおゴルフ場

（岐阜県美濃加茂市・加茂郡

川辺町）

ゴルフ場

（36ホール）
221,908 19,980 2,073,968

623,093

(1,343,055)

[69,385］

13,377 2,952,328
41

［65］

荘川ゴルフ場

（岐阜県高山市）

ゴルフ場

（18ホール）
80,128 3,505 198,492

24,695

(1,248,228)

［－］

7,441 314,263
6

［12］

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産等であります。

       ２. 土地面積の〔　〕書きは、賃借面積を示しており、外書きであります。

       ３．従業員数欄の［外書］はパートタイマー及びアルバイトの臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 325,000

優先株式 15,000

劣後株式 760,000

計 1,100,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（令和５年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（令和５年12月22日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 227,337 227,337 非上場

（注）

1.2.3.4.5.6.
優先株式 12,492 12,492 非上場

劣後株式 690,000 690,000 非上場

計 929,829 929,829 － －

 （注）１．完全議決権株式であります。

２．残余財産を分配するときは、普通株式に先だって優先株式に分配をなし、その分配額は、優先株式１株につ

き普通株式35株の分配額と同等とします。普通株式１株の分配額は劣後株式35株の分配額と同等とし、劣後

株式に先だって分配します。普通株式１株の分配額は、50,000円とします。

３．当社の優先株式を所有し、かつ、普通株式を所有する株主は、明智ゴルフ倶楽部規約・会員資格規定（以

下、「倶楽部規約」という。）にもとづき当社の経営するゴルフ場の一般会員となる資格を有し、当社の

　　所定の普通株式を所有する株主は、倶楽部規約にもとづき当社の経営するゴルフ場の平日会員となる資格を

有します。

４．当社の発行するすべての株式の譲渡または取得については、株主または取得者は、取締役会の承認を受ける

必要があります。（平成22年12月16日開催の劣後株式種類株主総会及び平成22年12月21日開催の定時株主総

会において定款の一部変更が行われました。）

５．当社は単元株制度は採用しておりません。

６．会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金　
増減額

（千円）

資本準備金　
残高（千円）

平成22年２月28日

（注）
― 929,829 △44,461,210 100,000 ― ―

 （注）平成21年12月22日開催の定時株主総会において、資本金を44,461,210千円減少し、うち41,599,891千円を欠損

       の填補に充てて欠損を解消し、残高2,861,318千円はその他資本剰余金に計上することを決議し、平成22年２月

       28日に減資が完了したものであります。

 

（５）【所有者別状況】

 

　　　　① 普通株式 令和５年９月30日現在
 

区分

株式の状況

合計
政府及び地方
公共団体

金融機関
金融商品取引
業者

その他の法人
外国法人等

個人その他
個人以外 個人

株主数（人） 1 4 1 2,015 ― 2 10,070 12,093

所有株式数

（株）
3 125 45 49,648 ― 21 177,495 227,337

所有株式数の

割合（％）
0.00 0.05 0.01 21.83 ― 0.00 78.07 100.00

 

 

　　　　　② 優先株式 令和５年９月30日現在
 

区分

株式の状況

合計
政府及び地方
公共団体

金融機関
金融商品取引
業者

その他の法人
外国法人等

個人その他
個人以外 個人

株主数（人） 1 4 1 1,979 ― 2 9,648 11,635

所有株式数

（株）
3 5 1 2,570 ― 2 9,911 12,492

所有株式数の

割合（％）
0.02 0.04 0.00 20.57 ― 0.01 79.33 100.00

 

 

　　　　③ 劣後株式 令和５年９月30日現在
 

区分

株式の状況

合計
政府及び地方
公共団体

金融機関
金融商品取引
業者

その他の法人
外国法人等

個人その他
個人以外 個人

株主数（人） ― ― ― 5 ― ― ― 5

所有株式数

（株）
― ― ― 690,000 ― ― ― 690,000

所有株式数の

割合（％）
― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00
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（６）【大株主の状況】

  令和５年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社可児ゴルフ倶楽部 岐阜県可児市久々利向平221番地の2 180,000 19.35

株式会社房総カントリークラブ 千葉県長生郡睦沢町妙楽寺字直沢2300番地 172,850 18.58

株式会社笠間ゴルフクラブ 茨城県笠間市池野辺2523番地 170,023 18.28

一般社団法人明智倶楽部 岐阜県恵那市明智町吉良見字西山980番地の2 123,476 13.27

一般社団法人有報倶楽部 茨城県笠間市池野辺2523番地 51,000 5.48

東海箔紙工業株式会社 岐阜県加茂郡白川町切井1162番地１ 232 0.02

エムエイトアイ株式会社 愛知県春日井市南下原町４丁目14番地５ 191 0.02

青山眼鏡株式会社 福井県鯖江市神中町2丁目3-30 147 0.01

千代田鋲螺株式会社 愛知県名古屋市港区十一屋1丁目49 126 0.01

タカラ食品株式会社 愛知県稲沢市天池遠松町10 120 0.01

計 ― 698,165 75.08

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和５年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）

普通株式　227,337 227,271 議決権については、

権利内容に限定のな

い当社における標準

となる株式

優先株式 　12,492 12,490

劣後株式　690,000 690,000

発行済株式総数 929,829 － －

総株主の議決権 － 929,761 －

 

 

②【自己株式等】

令和５年９月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

３【配当政策】

 当社の配当政策における基本的考え方は、株主の皆さまに、より良いゴルフ場及びその附帯施設での快適なプレー

環境を提供することで、利益の還元を図っていくこととさせていただいております。

 なお、配当の決定機関は株主総会であります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

 当社は、株主を主な会員とするメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、会員の負担により業務運営の健全性を確

保する一方、経営の結果生じた利益はゴルフ場が提供するサービスにより会員に還元されるべきとの基本方針を掲げてお

ります。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、この基本方針実現を目的とし、経営の効率性・透

明性を確保しつつ社会環境・経営環境の変化に迅速に対応しうる組織体制及び内部統制システムの確立に努めておりま

す。

①　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

 a.会社の機関の説明

　　取締役会

　当社の取締役は９名以内とする旨を定款で定め、提出日現在４名であります。また、平成25年12月17日より執行役員制

度を導入し、取締役兼務執行役員３名を任命しております。取締役会は原則毎月１回開催され、執行役員も参加させて経

営上の重要な意思決定を効率的に行っております。日常的または迅速を要するゴルフ場の運営面の意思決定は前記の基本

方針に基づきゴルフ場総支配人の監督の下、各ゴルフ場支配人が業務を執行する体制を整備しております。

　　監査役会

　当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役３名のうち２名が社外監査役で構成され、原則毎月１回監査役

会を開催しております。監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、必要に応じて意思決定の適正性を確保するため

の発言を適宜行っております。また、取締役などからの聴取や報告、重要事項の決議書類などの閲覧を通じて、厳正な監

査を行っております。

　　理事会

　会員組織としての任意団体である明智ゴルフ倶楽部及びその代表者で構成される理事会には、運営面での会員の声を経

営に反映させる役割を担っていただく一方、経営状況等を随時開示し、経営の適正化のモニタリング機能を担っていただ

いております。

 

 b. 内部統制システムの整備の状況

　当社は、平成28年11月22日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（「内

部統制システム構築に関する基本方針」）を一部改定する決議をし、取締役の中からコンプライアンス統轄責任者やリス

ク管理統轄責任者を選任する等、業務の適正を確保するための体制整備に努めております。

　また、当社はメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、会員主体の経営を行っております。この為経営の公正性透

明性を確保し、企業活動におけるコンプライアンスの遵守を目的とし、常に外部弁護士と協議し必要な検討を実施してお

ります。さらに当社は個人情報保護法の遵守と情報セキュリティ等にも細心の注意を払い情報管理の徹底を図ってまいり

ます。
 
②リスク管理体制の整備の状況

　当社は、業務に関わる全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの共通認識を図

るため全取締役が中心となり、リスクの現状分析をし、課題を明確にし、今後の対応策について検討を行っております。
 
③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

　業務執行の状況について報告、情報共有を行っております。その内容についても取締役会に報告する体制を整えてお

り、企業集団の業務の適正化を図っております。
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④役員報酬の内容

　当事業年度における当社の取締役および監査役に対する報酬は以下のとおりであります。

区分 支給人員 支給額

 取締役 ４名 25,650千円

 監査役 ３名  5,825千円

　(うち社外監査役) (２名) （1,800千円)

計 ７名 31,475千円

 
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。

　　2.平成19年12月22日開催の第31回定時株主総会の決議に基づく取締役に対する報酬限度額(会社法第361条第１項

　　第１号該当)は、年額50,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)であります。

 3.平成19年12月22日開催の第31回定時株主総会の決議に基づく監査役に対する報酬限度額は、年額20,000千円以

　　内であります。

　4.上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額4,475千円（取締役4,050千円、監査役425

　　千円）を含んでおります。

 

⑤取締役会の活動状況

　当社は取締役会を原則月１回開催するほか必要に応じて随時開催します。当事業年度において、14回開催しており

ます。

個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

　　　　氏　　　名 　開催回数 　出席回数

代表取締役　　萩野　剛年 　　14回 　　14回

取締役　　　　内山　稔之 　　14回 　　14回

取締役　　　　井上　　充 　　14回 　　14回

取締役　　　　山村　靖道 　　14回 　　14回

 

　取締役会は、経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほ

か、法令及び定款に定められた事項を決定し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告

を受けます。
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⑥ 企業統治に関するその他の事項

　a.取締役および監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取

締役であった者を含む）および監査役（監査役であった者を含む）の責任を、法令の限度において免除することができ

る旨定款に定めております。

 また、会社法第427条第１項に基づき、監査役との間において会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任につい

て、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号の額の合計額を限度とする契約

を締結しております。

　これらは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる

環境を整備することを目的とするものであります。

 

b.取締役および監査役の賠償責任保険契約の内容

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担

することになる第三者訴訟、株主代表訴訟等における損害を当該保険契約により塡補することとしております。また、

当該保険契約の被保険者は当社の取締役および監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負

担しております。
 
 c.取締役の員数

　　当社の取締役は９名以内とする旨を定款で定めております。
 
 d.取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
 

 e.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これ

は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもので

す。
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（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

　役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

代表取締役

社長
萩野　剛年 昭和40年９月16日生

 
平成27年12月

 

 
平成29年11月

取締役執行役員

財務部長兼レストラン事業部長兼

情報システム担当部長

経営管理部長兼会員管理部長兼情

報システム担当部長

令和元年５月

 
令和３年４月

経営管理部長兼情報システム担当

部長

代表取締役社長(現任）
  

(注)2

優先株式

1株

普通株式

45株

取締役執行役員

経営管理部長　兼　内部監

査室長　兼　情報システム

担当部長

 

内山　稔之 昭和49年２月６日生

 
平成29年12月 取締役執行役員（現任）

令和元年５月

 
令和２年２月

令和３年４月

令和３年12月

 
令和４年５月

 

レストラン事業部長兼グリーン事

業部長

総支配人

情報システム担当

経営管理部長兼内部監査室長兼情

報システム担当部長(現任）

株式会社房総カントリークラブ社

外監査役（現任）
　

(注)2

優先株式

1株

普通株式

20株

取締役執行役員

会員管理部長　兼　施設管

理担当

井上　充 昭和41年７月18日生

 
平成17年１月 荘川ゴルフ場支配人

平成24年３月 賑済寺ゴルフ場支配人

平成26年２月 荘川ゴルフ場支配人

平成27年３月

 
平成27年４月

 
平成29年３月

平成29年５月

令和２年10月

 
令和３年12月

荘川ゴルフ場支配人兼かしおゴル

フ場支配人代行

かしおゴルフ場支配人兼賑済寺ゴ

ルフ場支配人

明智ゴルフ場支配人

執行役員明智ゴルフ場支配人

執行役員会員管理部部長兼施設管

理担当

取締役執行役員会員管理部長兼施

設管理担当(現任）
　

(注)2

優先株式

1株

普通株式

1株

取締役執行役員

総支配人　兼　明智ゴルフ

場支配人　兼　コンプライ

アンス・リスク管理担当

山村　靖道 昭和43年５月12日生

 
平成26年８月 賑済寺ゴルフ場支配人

平成27年４月

平成29年３月

平成29年５月

 
令和元年５月

荘川ゴルフ場支配人

会員管理部次長兼施設管理担当

執行役員会員管理部次長兼施設管

理担当

執行役員会員管理部部長兼施設管

理担当

令和２年10月

令和３年12月

 

 
令和４年１月

執行役員かしおゴルフ場支配人

取締役執行役員総支配人兼かしお

ゴルフ場支配人兼コンプライアン

ス・リスク管理担当

取締役執行役員総支配人兼明智ゴ

ルフ場支配人兼コンプライアン

ス・リスク管理担当（現任）
　

(注)2

優先株式

1株

普通株式

1株
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　役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

常勤監査役 柴原　宏治 昭和29年２月６日生

 
平成16年10月 当社荘川ゴルフ場支配人

平成20年１月

平成26年２月

平成28年12月

当社管理本部施設管理部長

当社推進役

当社常勤監査役（現任）
　

(注)3

優先株式

１株

普通株式

１株

監査役 柴田　和範 昭和31年６月22日生

 
昭和58年３月

昭和61年４月

 
昭和63年２月

 
平成４年６月

 

 
平成14年６月

 

 
平成18年９月

 
平成28年６月

令和２年６月

令和２年12月

令和３年４月

公認会計士登録

公認会計士・柴田和範会計事務所

所長（現任）

太田昭和監査法人（現EY新日本監

査法人）

株式会社柴田会計（現　株式会社

シーピーエーコンサル）代表取締

役（現任）

ホンダベルノ東海株式会社（現VT

ホールディングス株式会社)社外　

監査役（現任）

仰星監査法人名古屋事務所所長・

代表社員

日本公認会計士協会東海会会長

サン電子株式会社社外取締役

当社監査役（現任）

北辰税理士法人 社員 所長(現任）
　

(注)3

優先株式

１株

普通株式

１株

監査役 吉田　誠 昭和50年２月７日生

平成23年12月

 
令和５年12月

株式会社笠間ゴルフクラブ取締役

副支配人（現任）

当社監査役（現任）
　

（注)4 ─

計

優先株式

6株

普通株式

69株

 （注）1. 監査役柴田和範氏および監査役吉田誠氏の２名は社外監査役であります。

2. 令和５年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

3. 令和２年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

4. 令和５年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

5.　当社は、経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行

の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、上記取締役兼務執行役員３名

と、下記取締役を兼務しない執行役員１名で構成されております。

 

役名 氏名 職名

執行役員 河田　寿景 かしおゴルフ場支配人 兼 グリーンキーパー 兼 レストラン事業部、グリーン事業部担当

 
 

②社外役員の状況

　社外監査役は、柴田和範氏、吉田誠氏の２名となっております。社外監査役である柴田和範氏は、当社の優先

株式１株普通株式１株を所有しております。この他に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他

の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
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（３）【監査の状況】

 
① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、３名（うち社外監査役２名）で構成され、経営に関する監視、監督機能を果たしておりま

す。

監査役は、取締役会に全員出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧を通じ、その適法性

の監査を行っております。また、内部監査室や会計監査人である仰星監査法人と定期的な情報交換や意見交換を実

施するなど連携を密にし、取締役の業務執行について幅広い観点から監査を実施しております。

なお、社外監査役柴田和範氏は公認会計士の資格を持ち企業会計に精通し、会社経営に関する専門的知見を有し

ております。

当事業年度において監査役会を原則月１回開催するほか必要に応じて随時開催しており、各監査役の出席状況

は次のとおりであります。

氏　名 開催回数 出席回数

柴原　宏冶 14回 14回

後藤　貴紀 14回 14回

柴田　和範 14回 14回

　監査役会における具体的な検討内容としては、監査の方針および監査計画、内部統制システムの構築・運用状

況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等であります。

　また、常勤監査役は取締役会、経営会議及びその他の重要会議に出席するほか、重要な決算書類の閲覧を通じ

必要に応じて内部監査室と連携し、各業務部門に対してヒアリング・調査を行うほか、取締役等からその職務の

執行状況について報告・説明を受け、監査役会で適宜報告し、情報共有を図っております。

② 内部監査の状況

　当社における内部監査は、必要に応じ内部監査室長が特定の役職員を指名し内部監査を実施しております。監査

役は内部監査室長と密接な連絡をとっており、内部監査状況を監視することが可能となっております。また必要時

には、内部監査の結果を受け、担当取締役、監査役と会計監査人は相互に連絡しあい意見交換を行っております。

 

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

仰星監査法人
 

b. 継続監査期間

17年間
 

c. 業務を執行した公認会計士

柘植 里恵

堤 　紀彦

 
d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士９名、公認会計士試験合格者等８名であります。
 

e. 監査法人の選定方針と理由

・選定方針

「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」（（公社）日本監査役協会）に記載さ

れている、会計監査人の選定基準項目に従い選定しております。また、会計監査人が会社法第340条第１項

各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解

任いたします。また、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会

が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

・理由

仰星監査法人は、会計監査人としての独立性及び専門性、当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対

応、監査費用の相当性等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。
 

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、当事業年度における仰星監査法人の監査方法及び結果を相当であると評価して

おります。
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④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

8,600 － 8,600 －

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

当社の事業規模の観点から、監査時間、規模および内容等を勘案したうえで決定しております。なお、監査報酬

の決定については、監査役又は監査役会からの同意を得ております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、仰星監査法人の報酬等について、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画と実績を踏

まえ、当事業年度の報酬額を検討した結果、相当であると判断し、同意しております。

（４）【役員の報酬等】

当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。なお、役員報酬の内容につきましては、

「４　コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。

 

（５）【株式の保有状況】

当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しております。

 

２．監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(令和４年10月1日から令和５年9月30日ま

で)の財務諸表について、仰星監査法人による監査を受けております。

３．連結財務諸表について

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとし

て、連結財務諸表は作成しておりません。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
 当社は、財務諸表等の適正性を確保するために、専門的情報を有する団体等が主催する研修・セミナー等に積極的

に参加しております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和４年９月30日)
当事業年度

(令和５年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,189,195 1,022,440

売掛金 112,529 121,403

有価証券 － 50,000

商品 825 18,803

原材料及び貯蔵品 51,042 52,097

前払費用 16,496 7,136

未収入金 2,382 14,474

その他 840 1,660

流動資産合計 1,373,313 1,288,016

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,324,614 3,080,613

減価償却累計額 △2,901,256 △2,661,193

建物（純額） ※１ 423,358 ※１ 419,419

構築物 3,932,350 3,966,510

減価償却累計額 △3,610,104 △3,645,132

構築物（純額） 322,246 321,377

機械及び装置 449,804 497,950

減価償却累計額 △415,121 △437,492

機械及び装置（純額） 34,682 60,457

車両運搬具 542,635 549,631

減価償却累計額 △537,378 △542,512

車両運搬具（純額） 5,257 7,119

工具、器具及び備品 804,605 802,954

減価償却累計額 △751,983 △756,863

工具、器具及び備品（純額） 52,622 46,091

コース勘定 6,056,812 6,056,812

土地 ※１ 1,832,146 ※１ 1,832,146

リース資産 78,176 78,176

減価償却累計額 △11,607 △16,845

リース資産（純額） 66,569 61,331

有形固定資産合計 8,793,694 8,804,755

無形固定資産   

借地権 15,456 15,456

ソフトウエア 34,375 26,912

その他 10,346 7,316

無形固定資産合計 60,178 49,685

投資その他の資産   

投資有価証券 689,373 639,174

関係会社株式 219,083 219,083

出資金 15,435 15,435

破産更生債権等 28,336 26,318

長期前払費用 14,957 10,693

繰延税金資産 24,675 20,716

その他 455,377 457,527

貸倒引当金 △20,654 △19,086

投資その他の資産合計 1,426,585 1,369,863

固定資産合計 10,280,458 10,224,304

資産合計 11,653,772 11,512,321
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和４年９月30日)
当事業年度

(令和５年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,764 25,549

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 159,655 ※１ 214,370

未払金 128,268 166,601

未払費用 57,011 55,563

未払法人税等 72,709 3,332

未払消費税等 12,859 13,765

前受金 174,993 175,061

預り金 34,695 43,460

リース債務 9,372 9,466

賞与引当金 25,796 25,338

資産除去債務 － 8,096

その他 4,719 1,506

流動負債合計 699,844 742,112

固定負債   

長期借入金 ※１ 1,118,140 ※１ 920,260

入会預り保証金 2,599,400 2,512,800

退職給付引当金 174,354 186,919

役員退職慰労引当金 11,975 16,450

リース債務 56,385 46,919

長期未払金 87 －

長期前受金 100 1,264

資産除去債務 3,863 1,651

固定負債合計 3,964,306 3,686,265

負債合計 4,664,151 4,428,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 2,861,318 2,861,318

資本剰余金合計 2,861,318 2,861,318

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 4,028,302 4,122,625

利益剰余金合計 4,028,302 4,122,625

株主資本合計 6,989,621 7,083,944

純資産合計 6,989,621 7,083,944

負債純資産合計 11,653,772 11,512,321
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　令和３年10月１日
　至　令和４年９月30日)

当事業年度
(自　令和４年10月１日
　至　令和５年９月30日)

売上高   

プレー収入 1,561,194 1,529,037

商品売上収入 54,517 73,491

レストラン収入 594,370 602,807

登録料及び年会費収入 451,539 422,272

売上高合計 2,661,622 2,627,610

売上原価   

商品売上原価   

商品期首棚卸高 1,561 825

当期商品仕入高 38,362 74,284

合計 39,923 75,110

商品期末棚卸高 825 18,803

商品売上原価 39,098 56,306

原材料費   

原材料期首棚卸高 8,238 8,577

当期原材料仕入高 180,313 187,199

合計 188,552 195,776

原材料期末棚卸高 8,577 8,069

原材料費 179,975 187,706

給料及び手当 669,803 660,057

賞与引当金繰入額 17,806 16,946

退職給付費用 15,686 19,851

福利厚生費 102,357 103,373

競技費 11,724 12,247

修繕費 344,308 353,811

消耗品費 82,085 77,995

燃料費 98,035 97,225

電力費 78,293 92,202

通信費 12,998 13,603

租税公課 71,155 71,731

保険料 19,369 18,090

減価償却費 112,426 125,248

賃借料 13,002 9,057

雑費 121,776 123,970

売上原価合計 1,989,905 2,039,427

売上総利益 671,716 588,182
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　令和３年10月１日
　至　令和４年９月30日)

当事業年度
(自　令和４年10月１日
　至　令和５年９月30日)

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 204,659 208,793

賞与引当金繰入額 7,989 8,391

退職給付費用 2,539 4,591

役員退職慰労引当金繰入額 4,375 2,155

広告宣伝費 45,526 49,051

減価償却費 5,057 10,143

諸手数料 60,235 56,327

貸倒引当金繰入額 21,622 19,087

貸倒損失 － 1,272

その他 113,334 108,600

販売費及び一般管理費合計 465,339 468,412

営業利益 206,377 119,770

営業外収益   

受取利息 31 14

有価証券利息 2,730 3,406

受取配当金 1 1

保険解約返戻金 2,414 －

償却債権取立益 12,318 9,104

受取保険金 45,018 10,655

助成金収入 2,508 －

雑収入 26,393 23,240

営業外収益合計 91,415 46,422

営業外費用   

支払利息 12,820 11,295

雑損失 946 153

営業外費用合計 13,767 11,448

経常利益 284,025 154,744

特別利益   

固定資産売却益 － ※１ 282

特別利益合計 － 282

特別損失   

固定資産除却損 ※２ 267 ※２ 28,079

特別損失合計 267 28,079

税引前当期純利益 283,758 126,947

法人税、住民税及び事業税 73,132 28,665

法人税等調整額 22,275 3,958

法人税等合計 95,408 32,624

当期純利益 188,350 94,322
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　令和３年10月１日　至　令和４年９月30日）

    (単位：千円)

 株主資本

純資産合計
 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
その他資本剰余金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 2,861,318 3,839,951 6,801,270 6,801,270

当期変動額      

当期純利益   188,350 188,350 188,350

当期変動額合計 － － 188,350 188,350 188,350

当期末残高 100,000 2,861,318 4,028,302 6,989,621 6,989,621

 

当事業年度（自　令和４年10月１日　至　令和５年９月30日）

    (単位：千円)

 株主資本

純資産合計
 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
その他資本剰余金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 2,861,318 4,028,302 6,989,621 6,989,621

当期変動額      

当期純利益   94,322 94,322 94,322

当期変動額合計 － － 94,322 94,322 94,322

当期末残高 100,000 2,861,318 4,122,625 7,083,944 7,083,944
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　令和３年10月１日
　至　令和４年９月30日)

当事業年度
(自　令和４年10月１日
　至　令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 283,758 126,947

減価償却費 117,483 135,391

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,434 △1,568

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,795 △458

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,493 12,565

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,815 4,475

受取利息及び受取配当金 △2,763 △3,422

支払利息 12,820 11,295

固定資産売却損益（△は益） － △282

固定資産除却損 267 28,079

投資有価証券売却損益（△は益） － 153

売上債権の増減額（△は増加） △2,157 △6,854

棚卸資産の増減額（△は増加） △3,356 △19,032

その他の流動資産の増減額（△は増加） △12,771 8,007

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,143 1,163

仕入債務の増減額（△は減少） 3,989 5,785

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,749 906

その他の流動負債の増減額（△は減少） 24,400 19,563

その他 △14,127 6,461

小計 331,701 329,177

利息及び配当金の受取額 2,764 3,337

利息の支払額 △12,660 △11,238

法人税等の支払額 △4,451 △109,574

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,354 211,702

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △127,094 △127,723

有形固定資産の売却による収入 － 371

無形固定資産の取得による支出 △28,634 △2,863

有形固定資産の除却による支出 － △7,000

投資有価証券の取得による支出 △90,010 △100,000

投資有価証券の償還による収入 － 100,045

ゴルフ会員権の購入による支出 △1,636 －

ゴルフ会員権の売却による収入 990 －

その他の支出 △62 △2,554

その他の収入 18 404

投資活動によるキャッシュ・フロー △246,429 △139,319

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △9,278 △9,372

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △144,365 △943,165

入会預り保証金の返済による支出 △43,630 △86,600

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,273 △239,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,348 △166,754

現金及び現金同等物の期首残高 1,215,544 1,089,195

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,089,195 ※１ 922,440
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　商品・原材料・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産(リース資産を除く)

定率法。ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を適用

しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。建物（建物附属設備を除く）については、平成10年度の税制改正により耐用年数の短縮が行わ

れておりますが、改正前の耐用年数を継続して適用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年均等償却によっております。

(2）無形固定資産(リース資産を除く)

　　　定額法。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

(3）リース資産

　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する金額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職金に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法）に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

５．収益及び費用の計上基準

約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識しております。

　プレー収入については、顧客に対してゴルフ場の利用を提供することを履行義務として認識しており、

顧客がゴルフ場を利用した時点で履行義務を充足したと判断して収益を認識しております。

　レストラン収入については、顧客に対してレストランの利用を提供することを履行義務として認識して

おり、顧客がレストランを利用した時点で履行義務を充足したと判断して収益を認識しております。

　商品売上収入については、顧客に対して商品を引き渡すことを履行義務として認識しており、顧客に対

して商品を引き渡した時点で履行義務を充足したと判断して収益を認識しております。

　年会費収入等については、主に会員のゴルフ場施設利用機会の提供を履行義務として認識しており、こ

れについては期間の経過に応じて収益を認識しております。

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（重要な会計上の見積り）

　会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年

度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす

リスクがある項目は以下のとおりです。

 

有形固定資産の減損

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

                                                                              （単位：千円）

 前事業年度 当事業年度

有形固定資産 8,793,694 8,804,755

 

(2)会計上の見積り内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

①　当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

　当社は、減損会計の対象となる建物及び構築物、土地、コース勘定等の固定資産を有しております。ま

た、資産又は資産グループのキャッシュ・フローを生み出す最小単位としてゴルフ場別にグルーピングを

しております。遊休資産については当該資産単独でグルーピングをしております。

　固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、減損処理の要否を検討しておりま

す。

　当該資産又は当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る

場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

②　当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　当社は当該検討において、翌期以降の予算計画を基礎としております。

 予算計画を算定するうえでの主要な仮定においては、前年の実績を基に来場者数及び顧客単価を見積っ

ております。

③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

　減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定については慎重に検討しておりますが、自然災害等による

事業計画への影響及び市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場

合、変更された会計期間及び影響を受ける将来の事業年度に減損処理が必要となる可能性があります。

 

 

（貸借対照表関係）

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
当事業年度

（令和５年９月30日）

建物 246,240千円 257,660千円

土地 1,566,773 1,566,773

計 1,813,013 1,824,433

 

担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
当事業年度

（令和５年９月30日）

１年内返済予定の長期借入金 159,655千円 214,370千円

長期借入金 1,118,140 920,260

計 1,277,795 1,134,630

 

 ２ 偶発債務

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
当事業年度

（令和５年９月30日）

入会者のうち銀行に対するゴルフローン利用者１名に

対する保証
287千円 －千円

 

（損益計算書関係）

　　　　　※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
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前事業年度

（自　令和３年10月１日
　　至　令和４年９月30日）

当事業年度
（自　令和４年10月１日

　　至　令和５年９月30日）

車両運搬具 －千円 282千円

 

　　　　　※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　令和３年10月１日
　　至　令和４年９月30日）

当事業年度
（自　令和４年10月１日

　　至　令和５年９月30日）

建物 41千円 28,017千円

機械及び装置 － 0

車両運搬具 0 －

工具、器具及び備品 225 62

ソフトウェア 0 －

計 267 28,079
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　令和３年10月１日　至　令和４年９月30日）

１．発行済株式の種類および総数に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 227,337 － － 227,337

優先株式 12,492 － － 12,492

劣後株式 690,000 － － 690,000

計 929,829 － － 929,829

 

２．自己株式の種類および株式数に関する事項

 すべての種類株式について自己株式の保有はありません。

 

当事業年度（自　令和４年10月１日　至　令和５年９月30日）

１．発行済株式の種類および総数に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 227,337 － － 227,337

優先株式 12,492 － － 12,492

劣後株式 690,000 － － 690,000

計 929,829 － － 929,829

 

２．自己株式の種類および株式数に関する事項

 すべての種類株式について自己株式の保有はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自　令和３年10月１日
至　令和４年９月30日）

当事業年度
（自　令和４年10月１日
至　令和５年９月30日）

現金及び預金勘定 1,189,195千円 1,022,440千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △100,000 △100,000

現金及び現金同等物 1,089,195 922,440

 

　２　重要な非資金取引の内容

　　　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社明智ゴルフ倶楽部(E04683)

有価証券報告書

36/59



（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

有形固定資産

ひるかわゴルフ場の空調設備（建物）であります。

(2)リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３. 固定資産の減価償却の方法」「(3)リース資産」に記載のとおりでありま

す。

２. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
当事業年度

（令和５年９月30日）

１年内 2,700 2,700

１年超 5,400 2,700

合計 8,100 5,400

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、運転資金及び設備投資に必要な資金を自己資金及び長期の銀行借入にて調達しております。

余資は安全性の高い金融資産で運用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、会員の年会費、プレー代等であり顧客の信用リスクに晒されております。

未収クレジットについては、クレジット会社の信用リスクに晒されております。営業債務である未払

金は、1ヶ月以内の支払期日であり、主に固定資産税に係るものであります。借入金は、主に設備投資

に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクがあります。投資有価証券（満期保有目

的の債券及び非上場株式）関連会社株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。

入会預り保証金は、会員からの預り金であり、流動性リスクがありますが、一定の手許流動性を維持

することなどによりリスクを管理しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

営業債権の信用リスクは倶楽部規約等に従った回収努力を行うことにより、また、未収クレジットの

信用リスクは大手クレジット会社との取引を行うことにより、リスクの低減を図っております。満期

保有目的の債券は格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。非上場

株式、関連会社株式及び子会社株式は、定期的に発行体の財務状況等を把握し保有状況を継続的に見

直しております。

② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

借入金については、原則固定金利による約定返済とすることにより、市場リスクに対応しておりま

す。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

財務部門が、毎月の支払状況に基づき資金管理表を作成及び更新して手許流動性を維持することによ

り流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件

等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
 

EDINET提出書類

株式会社明智ゴルフ倶楽部(E04683)

有価証券報告書

37/59



２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前事業年度（令和４年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

（1）投資有価証券

　　満期保有目的の債券

 

400,365

 

398,873

 

△1,492

資産計 400,365 398,873 △1,492

（1）長期借入金

　（1年内返済予定を含む）

 (2)入会預り保証金

 

1,277,795

2,599,400

 

1,264,343

2,599,400

 

△13,451

－

負債計 3,877,195 3,863,743 △13,451

 

（注）１．「現金及び預金」「売掛金」「未払金」は現金であることまたは短期間で決済されるため

時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
 

（注）２.　市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照

　　　　　表計上額は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

　①　投資有価証券

　　（非上場株式）

　②　子会社株式

　③　関連会社株式

 

289,007

0

219,083

 

当事業年度（令和５年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

（1）投資有価証券

　　満期保有目的の債券

 

400,166

 

398,990

 

△1,176

資産計 400,166 398,990 △1,176

（1）長期借入金

　（1年内返済予定を含む）

 (2)入会預り保証金

 

1,134,630

2,512,800

 

1,127,414

2,512,800

 

△7,215

－

負債計 3,647,430 3,640,214 △7,215

 

（※１）「現金及び預金」「売掛金」「未払金」は現金であることまたは短期間で決済されるため

時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

（※２）　市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借
対照表は以下のとおりであります。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

区分 貸借対照表計上額

　①　投資有価証券

　　（非上場株式）

　②　子会社株式

　③　関連会社株式

 

289,007

0

219,083
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　　　　（注１）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（令和４年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

現金及び預金 1,189,195 － －

売掛金 112,529 － －

有価証券及び投資有価証券    

満期保有目的の債券    

社債 － 370,335 30,030

合計 1,301,725 370,335 30,030

 

当事業年度（令和５年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

現金及び預金 1,022,440 － －

売掛金 121,403 － －

有価証券及び投資有価証券    

満期保有目的の債券    

社債 50,000 220,136 130,030

合計 1,193,843 220,136 130,030

 

        （注２） 長期借入金、リース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度（令和４年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 159,655 197,880 881,460 14,400 14,400 10,000

リース債務 9,372 9,466 9,561 9,657 9,754 17,946

 

当事業年度（令和５年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 214,370 118,954 64,392 64,392 59,992 612,530

リース債務 9,466 9,561 9,657 9,754 8,445 9,500

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

 

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（令和４年９月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（令和５年９月30日）

該当事項はありません。

 

(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（令和４年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 － 398,873 － 398,873

資産計 － 398,873 － 398,873

長期借入金 － 1,264,343 － 1,264,343

入会預り保証金 － － 2,599,400 2,599,400

負債計 － 1,264,343 2,599,400 3,863,743

 

当事業年度（令和５年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 － 398,990 － 398,990

資産計 － 398,990 － 398,990

長期借入金 － 1,127,414 － 1,127,414

入会預り保証金 － － 2,512,800 2,512,800

負債計 － 1,127,414 2,512,800 3,640,214

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

 

投資有価証券

　当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ

の時価をレベル２の時価に分類しております。

 

長期借入金

　元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定して

おり、レベル２の時価に分類しております。

 

入会預り保証金

　要求払いの特徴を有する入会預り保証金については、会員からの要求に応じて支払われるものであり、レベル３

の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

　　　　　１．満期保有目的の債券

前事業年度（令和４年９月30日）

 種　類
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの

　社債 50,000 50,009 9

小　計 50,000 50,009 9

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの

　社債 350,365 348,863 △1,502

小　計 350,365 348,863 △1,502

合　計 400,365 398,873 △1,492

 

当事業年度（令和５年９月30日）

 種　類
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの

　社債 100,000 100,060 60

小　計 100,000 100,060 60

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの

　社債 300,166 298,929 △1,237

小　計 300,166 298,929 △1,237

合　計 400,166 398,990 △1,176

 

２．子会社株式及び関連会社株式

　　前事業年度（令和４年９月30日）

　　　市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式

関連会社株式

0

219,083

 

　　当事業年度（令和５年９月30日）

　　　市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式

関連会社株式

0

219,083
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３．その他有価証券

　　前事業年度（令和４年９月30日）

　　　市場価格のない非上場株式等

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式等 289,007

 

　　当事業年度（令和５年９月30日）

　　　市場価格のない非上場株式等

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式等 289,007

 

 

（デリバティブ取引関係）

　　　 該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前事業年度（自　令和３年10月１日　至　令和４年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。当社が有する確定給付型退職一時

金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

　　(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高 181,848千円

退職給付費用 17,352千円

退職給付の支払額 △24,846千円

退職給付引当金の期末残高 174,354千円

 

　　(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

調整表

　積立型制度の退職給付債務 －千円

年金資産 －千円

 －千円

非積立型制度の退職給付債務 174,354千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 174,354千円

  

　退職給付引当金 174,354千円

　貸借対照表に計上された負債と資産の純額 174,354千円

 

　　(3)退職給付費用

　簡便法で計算した退職給付費用 17,352千円

 

当事業年度（自　令和４年10月１日　至　令和５年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。当社が有する確定給付型退職一時

金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

　　(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高 174,354千円

退職給付費用 21,390千円

退職給付の支払額 △8,825千円

退職給付引当金の期末残高 186,919千円

 

　　(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

調整表

　積立型制度の退職給付債務 －千円

年金資産 －千円

 －千円

非積立型制度の退職給付債務 186,919千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 186,919千円

  

　退職給付引当金 186,919千円

　貸借対照表に計上された負債と資産の純額 186,919千円

 

　　(3)退職給付費用

　簡便法で計算した退職給付費用 21,390千円
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
 

当事業年度
（令和５年９月30日）

繰延税金資産    

貸倒引当金 6,812千円 6,260千円

賞与引当金 8,796千円 8,640千円

退職給付引当金 59,454千円 63,739千円

減価償却費 18,047千円 17,772千円

減損損失 4,628,374千円 4,608,679千円

関係会社株式評価損 9,427千円 9,427千円

その他 61,302千円 58,346千円

繰延税金資産小計 4,792,215千円 4,772,866千円

　将来減算一次差異等の合計に係る評価性引当額 △4,767,540千円 △4,751,118千円

評価性引当額小計 △4,767,540千円 △4,751,118千円

繰延税金資産合計 24,675千円 21,748千円

繰延税金負債    －千円    △1,031千円

繰延税金資産の純額   24,675千円   20,716千円

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因　となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
 

当事業年度
（令和５年９月30日）

法定実効税率 －％ 34.1％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 －％ 1.0％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 －％ 0.0％

住民税均等割等 －％ 6.0％

評価性引当額の増減(税率変更の影響含む） －％ △12.9％

その他 －％ △2.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 －％ 25.7％

 

　　　　　　（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の

　　　　　　　　100分の５以下であるため注記を省略しております。
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（持分法損益等）

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
当事業年度

（令和５年９月30日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 219,083 219,083

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 1,104,531 1,110,279

 

 
前事業年度

（自　令和３年10月１日
至　令和４年９月30日）

当事業年度
（自　令和４年10月１日
至　令和５年９月30日）

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 11,076 5,603

 

（資産除去債務関係）

前事業年度（自令和３年10月１日　至令和４年９月30日）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

当事業年度（自令和４年10月１日　至令和５年９月30日）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　前事業年度(自令和３年10月１日　至　令和４年９月30日）

(単位：千円）

プレー収入 1,561,194

商品売上 54,517

レストラン売上 594,370

年会費収入等 451,539

売上高 2,661,622

 

　　当事業年度(自令和４年10月１日　至　令和５年９月30日）

(単位：千円）

プレー収入 1,529,037

商品売上 73,491

レストラン売上 602,807

年会費収入等 422,272

売上高 2,627,610

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　重要な会計方針「５．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度

末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

 

(1)契約負債の残高等

(単位：千円）
 

 前事業年度 当事業年度

契約負債（期首残高） 176,013 175,094

契約負債（期末残高） 175,094 172,433

　　契約負債は、期間の経過に応じて収益を認識する年会費等の前受金です。期首の契約負債残高は、各事業年

度の年会費収入を事業年度前に受け入れた金額です。各事業年度末の契約負債残高は、翌事業年度以降に収益

認識に伴い取り崩されます。

 

(2)残存履行義務に配分した取引価格

前事業年度(自令和３年10月１日　至　令和４年９月30日）

（単位：千円）

 当事業年度

令和５年９月期 174,993

令和６年９月期 100

合計 175,094

 

当事業年度(自令和４年10月１日　至　令和５年９月30日）

（単位：千円）

 当事業年度

令和６年９月期 172,433

令和７年９月期 －

合計 172,433
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、ゴルフ場の経営及びこれに付随する事業を営む単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 

【関連情報】

前事業年度（自令和３年10月1日 至令和４年9月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社は、ゴルフ場運営事業として単一のサービスを提供しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

当社の外部顧客への売上高は、全て本邦におけるものであります。

(2）有形固定資産

当社の有形固定資産は、全て本邦に所在しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載は省略

しております。

 

当事業年度（自令和４年10月1日 至令和５年9月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社は、ゴルフ場運営事業として単一のサービスを提供しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

当社の外部顧客への売上高は、全て本邦におけるものであります。

(2）有形固定資産

当社の有形固定資産は、全て本邦に所在しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載は省略

しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自令和３年10月1日 至令和４年9月30日）

該当事項はありません。
 

当事業年度（自令和４年10月1日 至令和５年9月30日）

該当事項はありません。
 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自令和３年10月1日 至令和４年9月30日）

該当事項はありません。
 

当事業年度（自令和４年10月1日 至令和５年9月30日）

該当事項はありません。
 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自令和３年10月1日 至令和４年9月30日）

該当事項はありません。
 
当事業年度（自令和４年10月1日 至令和５年9月30日）

該当事項はありません。
 
 
 

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度（自令和３年10月1日 至令和４年9月30日）

　　該当事項はありません。

 

当事業年度（自令和４年10月1日 至令和５年9月30日）

　　該当事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 

 

前事業年度
（自　令和３年10月１日

至　令和４年９月30日）

当事業年度
（自　令和４年10月１日

至　令和５年９月30日）

１株当たり純資産額 △221,936.98円 △221,552.08円

１株当たり当期純利益 202.56円 101.44円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

 

　　　　２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　令和３年10月１日
至　令和４年９月30日）

当事業年度
（自　令和４年10月１日
至　令和５年９月30日）

当期純利益　　　　　　　 (千円） 188,350 94,322

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 188,350 94,322

期中平均株式数（株）   

普通株式 227,337 227,337

優先株式 12,492 12,492

劣後株式 690,000 690,000

計 929,829 929,829

なお、優先株式及び劣後株式は利益配当請求権において普通株式と同等の権利を有しております。

　　　　３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
前事業年度末

（令和４年９月30日）
当事業年度末

（令和５年９月30日）

純資産の部の合計額（千円） 6,989,621 7,083,944

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 57,444,110 57,444,110

（うち優先株式払込金額）（千円） (57,444,110) (57,444,110)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） △50,454,488 △50,360,166

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株）
227,337 227,337

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

   銘　　　柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）

 投資有価証券  その他有価証券

明知鉄道株式会社 100 5,000

株式会社可児ゴルフ倶楽部 2,490 50,940

株式会社房総カントリークラブ 1,770 233,067

計 4,360 289,007

 

【債券】

   銘　　　柄
券面総額
　(千円）

　貸借対照表計上額
（千円）

 有価証券  満期保有目的の債券 第53回ソフトバンクグループ無担保社債 50,000 50,000

　　　　　　　　　　　　　　　小計 50,000 50,000

 投資有価証券  満期保有目的の債券

第55回ソフトバンクグループ無担保社債

第13回三井住友FG無担保永久社債

第21回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債

第70回三菱ＵＦＪリース㈱無担保社債

第31回SBIホールディングス

第25回トヨタ自動車

100,000

100,000

30,000

30,000

50,000

40,000

100,000

100,000

30,030

30,126

50,000

40,010

　　　　　　　　　　　　　　　小計 350,000 350,166

　　　　　　　　　　　　　　　　計 400,000 400,166

 

【その他】

　該当事項はありません。
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

(千円)

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 3,324,614 28,022 272,023 3,080,613 2,661,193 31,474 419,419

構築物 3,932,350 36,167 2,008 3,966,510 3,645,132 37,036 321,377

機械及び装置 449,804 48,441 295 497,950 437,492 22,665 60,457

車両運搬具 542,635 8,776 1,780 549,631 542,512 6,825 7,119

工具、器具及び備品 804,605 13,195 14,846 802,954 756,863 18,794 46,091

コース勘定 6,056,812 － － 6,056,812 － － 6,056,812

土地 1,832,146 － － 1,832,146 － － 1,832,146

リース資産 78,176 － － 78,176 16,845 5,237 61,331

有形固定資産計 17,021,145 134,602 290,953 16,864,795 8,060,039 122,035 8,804,755

無形固定資産        

借地権 15,456 － － 15,456 － － 15,456

ソフトウエア 94,469 2,863 － 97,332 70,419 10,326 26,912

その他 49,679 － － 49,679 42,363 3,029 7,316

無形固定資産計 159,605 2,863 － 162,468 112,783 13,356 49,685

長期前払費用 14,957 13,693 17,957 10,693 － － 10,693
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【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 159,655 214,370 1.2 －

１年以内に返済予定のリース債務 9,372 9,466 1.0 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,118,140 920,260 0.9
令和6年10月～

令和16年12月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 56,385 46,919 1.0
令和6年10月～

令和12年8月

合計 1,343,553 1,191,015 － －

　（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は

　　次のとおりであります。

 

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 118,954 64,392 64,392 59,992

リース債務 9,561 9,657 9,754 8,445

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 20,654 23,604 21,927 3,244 19,086

賞与引当金 25,796 25,338 25,796 － 25,338

役員退職慰労引当金 11,975 4,475 － － 16,450

　（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、主に破産更生債権等の当期回収額であります。

 

【資産除去債務明細表】

　当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における

負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略して

おります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

 

①　資産の部

ａ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 19,338

預金  

普通預金

定期預金

903,102

100,000

小計 1,003,102

合計 1,022,440

 

ｂ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱十六ディーシーカード（ゴルフプレー代金） 34,431

㈱十六ジェイシービー（ゴルフプレー代金） 22,851

三井住友カード㈱他（ゴルフプレー代金） 17,805

ゴルフ会員（年会費） 17,663

三菱UFJニコス㈱（ゴルフプレー代金） 8,854

その他（ゴルフプレー代金） 19,796

合計 121,403

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

 
(C)

×100
(A) ＋ (B)

　

 
 (A) ＋ (D) 

 2  

 (B)  

 365  
　

140,866 2,559,666 2,552,811 147,721 94.5 20.5

　（注）　相手先別内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。

 

ｃ．商品

品目 金額（千円）

ゴルフクラブ等 18,803

合計 18,803
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ｄ．原材料及び貯蔵品

品目 金額（千円）

原材料

　レストラン食材等

貯蔵品

 

10,143

 

　樹木芝種苗費等 41,954

合計 52,097

 

②　負債の部

ａ．買掛金

相手先 金額（千円）

㈱ヤヨイ 2,656

可茂市場管理㈱ 1,741

山一商事㈱ 1,127

㈲渡辺酒店 1,038

㈱PSビバレッジ 993

その他 17,992

合計 25,549

 

b．入会預り保証金

区分 金額（千円）

明智ゴルフ倶楽部預り会員（預り金会員に係る施設利

用保証金）
2,512,800

　合計 2,512,800

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 12月中

基準日 ９月30日

株券の種類
１株券・100株券・1,000株券・10,000株券及び100株未満の株数を表示し

た株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日

１単元の株式数 該当事項なし

株式の名義書換え  

取扱場所 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番４号 日本証券代行株式会社 本店

株主名簿管理人 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番４号 日本証券代行株式会社

取次所 該当事項なし

名義書換手数料 取締役会で定める

新券交付手数料 １枚につき5,500円（消費税含む）

単元未満株式の買取り  

取扱場所 該当事項なし

株主名簿管理人 該当事項なし

取次所 該当事項なし

買取手数料 該当事項なし

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載して行

う。

当社の公告掲載URLは次のとおり。http://akechi-club.com

株主に対する特典

当会社の発行する優先株式を所有し、かつ、普通株式を所有する株主

は、明智ゴルフ倶楽部規約・会員資格規定（以下、「倶楽部規約」とい

う。）にもとづき当会社の経営するゴルフ場の一般会員となる資格を有

し、当会社の普通株式を所定数所有する株主は、倶楽部規約にもとづき

当会社の経営するゴルフ場の平日会員となる資格を有するものとする。

　（注）　当社が発行する全ての株式の譲渡または取得については、株主または取得者は、取締役会の承認を受ける必要

があります。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、上場会社でないため金融商品取引法第24条の７第１項の適用がありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第46期）（自　令和３年10月１日　至　令和４年９月30日）

令和４年12月22日東海財務局長に提出

(2）半期報告書

（第47期中）（自　令和４年10月１日　至　令和５年３月31日）

令和５年６月28日東海財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

 

  令和５年12月22日

株式会社明智ゴルフ倶楽部  

 

 取締役会　御中  

 

 仰 星 監 査 法 人  

 名古屋事務所  

 

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 柘植　里恵

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 堤　　紀彦

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社明智ゴルフ倶楽部の令和４年10月1日から令和５年９月30日までの第47期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属

明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

明智ゴルフ倶楽部の令和５年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報

告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

 

以上

 

（※）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社明智ゴルフ倶楽部(E04683)

有価証券報告書

59/59


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
	２サステナビリティに関する考え方及び取組
	３事業等のリスク
	４経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②ライツプランの内容
	③その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）所有者別状況
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	（１）株主総会決議による取得の状況
	（２）取締役会決議による取得の状況
	（３）株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	（４）取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４コーポレート・ガバナンスの状況等
	（１）コーポレート・ガバナンスの概要
	（２）役員の状況
	（３）監査の状況
	（４）役員の報酬等
	（５）株式の保有状況


	第５経理の状況
	１財務諸表等
	（１）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	④キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
	関連当事者情報

	⑤附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	債券
	その他
	有形固定資産等明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	引当金明細表
	資産除去債務明細表


	（２）主な資産及び負債の内容
	（３）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

